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重点番号10：認定こども園等における保育料に対する徴収権限の強化（内閣府）



① 別表１の番号 806
② 特定事業の名称 三歳未満児に係る幼稚園入園事業
③ 措置区分 法律

④
特区における規
制の特例措置の
内容

幼稚園に入園できる時期を、満三歳からとしているところを、満三歳に達する年度の当初と
する。

⑤ 評価

その他（平成１７年度上半期に評価を行う。）

⑥ ⑤の評価の判断
の理由等

全国展開により発生する弊害の有無について
　現時点では判断できない。

⑦ 今後の対応方針

３歳未満の幼児は３歳の幼児に比べて心身の発達が未熟で個人差が大きい可能性がある
ため、四季を通じた１年間の指導目標・計画に基づく集団生活と幼児の発達との関係につい
て規制所管省庁において検証すること。その上で、平成１７年度上半期に評価を行い、特段
の問題がなければ規制所管省庁において全国展開を行うこと。

⑧ 全国展開の実施
内容 －

⑨ 全国展開の実施
時期 －

評価意見
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「特区において講じられた規制の特例措置のあり方に関する評価意見　平成16年　上半期分」より（平成16年８月31日　構造改革特別区域推進本部評価委員会）

重点番号4-②：子ども・子育て支援新制度に関する見直し（支給認定に係る見直し）（文部科学省）



全国

① 別表１の番号 806

② 特定事業の名称 三歳未満児に係る幼稚園入園事業
③ 措置区分 法律

④
特区における規
制の特例措置の
内容

幼稚園に入園できる時期を、満三歳からとしているところを、満三歳に達する年度の当初と
する。

⑤ 評価 地域を限定することなく全国において実施

⑥
⑤の評価の判断
の理由等

全国展開により発生する弊害の有無について
　無し

　規制所管省庁によれば、「２歳児の幼稚園生活への不適合、園全体の教育環境の悪化、
教員の負担増による幼稚園業務の質の低下といった課題については、さらに幼稚園の集団
教育との円滑な接続等の観点から、幼稚園に対し、国として子育て支援としての２歳児の受
入れに際しての、指導上の留意事項等を明示することで解決が可能と考えている。」とのこ
とである。

⑦ 今後の対応方針 -

⑧
全国展開の実施
内容

　幼児の発達段階の特性を踏まえ、幼稚園の人的・物的環境を適切に活用し、個別のかか
わりに重点を置いた形態で２歳児を受入れることにより、全国展開を行うこと。なお、指導上
の留意事項については、新たな規制の付加とならないようにすること。

⑨
全国展開の実施
時期

平成１８年度中に措置

評価意見
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「特区において講じられた規制の特例措置のあり方に関する評価意見　平成17年　上半期分」より（平成17年８月31日　構造改革特別区域推進本部評価委員会）



評価意見

① 別表１の番号 806

② 特定事業の名称 三歳未満児に係る幼稚園入園事業
③ 措置区分 法律

④
特区における規
制の特例措置の
内容

幼稚園に入園できる時期を、満三歳からとしているところを、満三歳に達する年度の
当初とする。

⑤ 評価 その他（平成１８年度上半期に評価を行う。）

⑥
⑤の評価の判断
の理由等

全国展開により発生する弊害の有無について
　現時点では判断できない。

⑦ 今後の対応方針

   規制所管省庁によれば、その発達段階上、親や保育者への依存度の高い２歳児に対して
集団的教育を行うことについては、弊害の懸念があるものの、幼稚園における子育て支援方
策の充実は重要と考えており、幼稚園での２歳児の受入れについて、幼児の健全な育ちの
視点と保護者や地域のニーズの視点の双方を踏まえた、より良い形態や条件について検討
を進めたい、とのことである。また、専門部会においても、子育て支援の方策として、地域の
ニーズが多くあることなどを踏まえ、全国展開を検討すべきとの報告がなされるとともに、施
設設備・人員配置の問題、公的負担の問題、子育て支援センター的な機能の在り方などに
ついて併せて検討すべきとの意見があった。
  このため、規制所管省庁は、地域の子育て支援の充実のために、専門部会での指摘も踏
まえ今年度中に本特例措置の全国展開の方策を検討した上で、平成１８年度当初の２歳児
の入園状況を検証し、その結果について、平成１８年度上半期に評価委員会に報告を行うこ
と。その上で、平成１８年度上半期に評価を行い、特段の問題がなければ規制所管省庁にお
いて全国展開を行うこと。

⑧
全国展開の実施
内容

－

⑨
全国展開の実施
時期

－
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「特区において講じられた規制の特例措置のあり方に関する評価意見　平成18年　上半期分」より（平成18年７月31日　構造改革特別区域推進本部評価委員会）



三歳未満児に係る幼稚園入園事業（806）

＜これまで＞
幼稚園に入園できる時期が、満三歳からとなっていた。

構造改革特区

今後の期待効果（全国展開後）

＜特例事業の内容＞
幼稚園に入園できる時期が、満三歳に達する年度の当初から可能になった。

＜取り巻く環境の変化＞
・地域における子育て支援機能充実のニーズの高まり
・子育て期の保護者の就労・社会参加のニーズの高まり

＜特区地域の実際＞

内容：幼児の発達段階の特性を踏まえ、集団的な教育ではなく個別のかか
わりに重点を置いた形態で２歳児を受入れることにより、全国展開を
行う。また、幼稚園の集団的な教育との円滑な接続等の観点から作
成する２歳児の受入れに際しての指導上の留意事項については、新
たな規制の付加とならないようにする。

時期：平成１８年度中に措置。

○集団生活の中で、基本的生活習慣や自立心、思いやりが身に付くなど、
成長がみられた。（山形市、長岡京市、長野県他）
○働きに行くことができるようになった。（益田市、小松市、佐賀県他）
○親の子育て負担の軽減に役立つ。（仙台市、山形市、佐賀県他）

○子育て支援としての機能が充実し、保護者からの評価も高くなった。（福
井県、花巻市、小松市他）
○女性の社会進出や保護者の社会参画の機会を促すことができた。（秩
父市、一関市、長岡京市他）
○早期入園希望の保護者の要望に応えることができた。（葛飾区、防府市、
佐賀県他）
○満３歳以降の教育に効果が出て、小学校への適応が円滑に実施できる
ようになった。（富良野市、富士吉田市、長崎県）
○発達段階上の特性から、２歳児は集団的な教育になじみにくいが、個別
のかかわりに重点を置いた受入れにより十分に対応することができた。
（防府市、恵庭市、延岡市他）

三歳未満児の
保護者の声

実際の効果

全国展開

○幼稚園を活用した子育て支援機能の充実が促進される。
○保護者の就労・社会参加の機会が増加する。

現在の認定主体数：38
（北海道北広島市、東京都葛飾区、福井県、長崎県、等）
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「特区において講じられた規制の特例措置のあり方に関する評価意見　平成18年上半期分参考資料」より（構造改革特別区域推進本部評価委員会事務局）
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